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１ 公募の趣旨  

福島市では、「福島市高齢者いきいきプラン２０２４」に基づき、（介護予防）特定施設入居者生活介護【介護

専用型以外】の床数を確保するため、既存の（介護予防）特定施設入居者生活介護【介護専用型以外】の増床

を行う事業者を募集します。 

 

２ 公募の対象施設について 

種  類 整備年度 開設年度 整備施設数 整備床数 区 域 

（介護予防）特定施設入居者生活介護

※１【介護専用型以外】※２ 

令和 

６年度 

令和 

７年度内 

１施設 

（増床） 
１床 

市内全域 

（既存施設） 

※１ 有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅を含みます。 

※２ 介護専用型以外とは、入居者を「要介護者と配偶者及び３親等以内の親族等」（要介護者等）と限定

しない施設です。 

 

 

３ 公募の対象者について 

(1) 本公募の受付締切日において、本市内で（介護予防）特定施設入居者生活介護【介護専用型以外】を運営

する事業者であること。 

(2) 確実な事業実施及び運営を行うために十分な経営基盤、事業に対する知識等を有すること。 

(3) 介護保険法第７０条第２項各号及び第１１５条の２第２項各号に定める要件に該当しないこと。 

(4) 福島市暴力団排除条例（平成２４年３月２７日条例第１０号）に基づき、暴力団、暴力団員及び社会的非

難関係者でないこと。また、これらの者との関係を有していないこと。 

(5) 法人及びその役員について、市税等の未納がないこと。 

 

 

４ 公募の条件について 

(1) 増床にあたっては関係法令等（建築基準法、都市計画法、消防法等）を精査するとともに、関係機関と十

分に協議すること。 

(2) 増床後の（介護予防）特定施設入居者生活介護【介護専用型以外】で、「５ 設置基準等の遵守につい

て」に記載の人員・設備・運営基準を満たすこと。 

(3) 既存施設の運営にあたり施設整備補助事業を活用している場合は、施設整備補助事業者に対して必要な手

続きを別途行うこと。 

 

 

５ 設置基準等の遵守について 

増床の計画及び施設運営にあたっては、介護保険法、老人福祉法、「福島市指定居宅サービス等の事業の人員、

設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成３０年１月１２日条例第２０号）」、「福島市指定介護予防サー

ビス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方

法に関する基準等を定める条例（平成３０年１月１２日条例第２２号）」、福島市有料老人ホーム設置運営指導

要綱、福島市有料老人ホーム設置運営指導指針に基づき、指定に係る人員・設備・運営基準をすべて満たす計

画とすること。 

 

 



 

- 2 - 

 

６ 補助制度について 

今回の公募に伴う補助制度はありません。 

 

７ 今後の日程について（予定） 

日   程 内      容 

令和６年７月２９日（月） 募集要項公開 

令和６年８月１日（木） 応募受付開始 

令和６年８月３０日（金） 応募書類の提出期限・応募書類確認 

令和６年９月下旬～１０月上旬 
書類審査（必要に応じてヒアリングを実施）、 

整備運営予定事業者決定 

令和７年度内 開設 

 

８ 事業者の選考等について  

 (1) 整備運営予定事業者の選考にあたっては、学識経験者、被保険者等及び福祉関係者等で構成する選考委員

会を設置し、市の審査基準等に沿って書類審査及び、必要に応じてヒアリングを行います。 

(2) 選考結果は、本市のホームページに掲載するとともに、応募者には文書で通知します。 

 

No. 評価項目 評点 

1 運営理念等 15点 

2 経営基盤 15点 

3 サービス実施に係る具体的な運営の考え方 31点 

4 地域との連携 12点 

5 従事職員関係 10点 

6 居室の状況 1点 

7 施設の利用状況 11点 

8 特筆すべき事項 5点 

 100点 

 

９ 質問及び回答について 

受付期間 令和６年７月２９日（月）～令和６年８月９日（金）まで 

回答日 令和６年８月１９日（月） 

質問方法 
質問の内容を簡潔にまとめた質問書（様式第９号）を作成し、Ｅメールにより提出

してください。電話、口頭等による質問は受け付けません。 

回答方法 

回答日に、本市ホームページにて質問及び回答内容を掲載します。 

福島市ホームページ＞健康・福祉＞福祉・介護＞介護・福祉サービス事業者 

＞介護事業者の皆様へ＞介護保険施設等に関する公募情報 

＞令和６年度介護保険施設整備運営に係る事業者を募集します 

送信先 
福島市介護保険課介護資格係 

Ｅメール：kaigo@mail.city.fukushima.fukushima.jp 

  

mailto:tyoujyu@mail.city.fukushima.fukushima.jp
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１０ 応募書類の提出について 

受付期間 令和６年８月１日（木）～令和６年８月３０日（金） 

受付時間 午前９時～午後５時まで（土日祝日を除く） 

提出先 

福島市介護保険課介護資格係 

ＴＥＬ：０２４－５２５－６５５１ 

必ず電話でご予約の上、持参して提出してください。（郵送不可） 

提出書類 

(1) 「１２ 提出書類について」（Ｐ４～Ｐ６）のとおり提出してください。 

(2) 提出された書類は返却しません。 

(3) 提出部数は、Ａ４判でファイリングしたものを１２部（正本 1部、副本１１

部）とします。なお、副本はインデックス不要で、正本をそのままコピーした

ものとします。（原本証明は不要） 

 

 

１１ 留意事項  

(1) 応募にあたっては、役員会、理事会等の議決等により、正式な意思決定を経て応募してください。 

(2) １法人につき応募は１件とします。 

(3) 応募に関して必要な費用は、応募者の負担とします。 

(4) 応募者が提出した書類に虚偽の記載があった場合は、応募を無効とします。 

(5) その他 

① 応募者は、応募書類の提出をもって、本募集要項に記載された募集内容を承諾したものとみなします。 

② 応募者から提出された応募書類等の著作権は、それぞれの応募者に帰属します。 

③ 応募受付後に辞退する場合は、辞退する理由を具体的に記載した辞退届（任意様式）を提出してください。 

④ 決定までの間に選考委員に不正に接触した場合は失格とします。 

⑤ 審査後の応募内容の変更は、原則として認めません。整備運営予定事業者が増床の準備を進める中で、審

査時の内容と異なる点があった場合、整備運営予定事業者の決定を取り消すことがあります。ただし、介

護サービスの向上につながるものや天災等やむを得ない場合は、市と協議の上、変更を認める場合があり

ます。あらかじめ介護保険課へ協議を行ってください。 

⑥ ⑤の理由等により整備運営予定事業者の決定が取り消され、これにより事業者が損害を被ったとしても

本市は、一切その責任を負いません。 

⑦ 提出された書類は返却しません。また、資料作成等に係る費用は応募者負担となります。 

⑧ 本募集要項に定めのない事項については、本市の指示に従うものとします。 
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１２ 提出書類について  

(1)申込書類 

項 目 備 考 様 式 

1.増床申込書 所定の様式 様式第１号 

2.定款又は寄附行為 最新のもの  

3.法人登記簿謄本 
履歴事項全部証明書であって応募申込日前３か月以内に発行

されたもの 
 

4.介護保険法第７０条第２項

各号及び同法第１１５条の

２第２項各号の規定に該当

しない旨及び暴力団等に該

当しない旨の誓約書等 

所定の様式 様式第２号 

様式第２号－２ 

 

5.市税等の納税証明書 

（未納がない旨の証明） 

※増床申込書の受付開始日

（令和６年８月１日）以降に

交付されたもの 

 

 

納税証明書 直近１年分のもの（注１） 

1.法人 

(1) 法人税・消費税及び地方消費税 

(2) 法人市民税、固定資産税（都市計画税含む）、軽自

動車税 

2.個人（法人役員）（福島市内に住所・事業所を有する者） 

(1) 所得税・消費税及び地方消費税 

(2) 住民税、固定資産税（都市計画税含む）、軽自動車

税（注２） 

3.個人（法人役員）（福島市内に住所・事業所を有しない者） 

(1) 所得税・消費税及び地方消費税 

(2) 各個人市町村民税 

 

6.納税状況調査同意書 所定の様式 様式第３号 

7.法人概要 (1) 事業経歴・実績 

(2) 事業者の基本的事項・代表者の経歴 

(3) 事業者の概要（パンフレット可） 

(4) 現在運営している施設または事業に関する資料 

(5) 直近３年分の決算書類 

(6) 過去５年分の指導監査改善結果事項報告書（法人） 

(7) 過去５年分の指導監査改善結果事項報告書（法人が運営す

る既存施設） 

(8) 本応募に係る理事会議決等の議事録の写し 

任意様式 

8.既存施設での取組みに

ついて 

(1) 運営理念等について 

(2) サービス実施に係る具体的な運営の考え方 

(3) 地域との連携について 

(4) 従事職員関係について 

(5) 特筆すべき事項 

様式第４号 

注１ 非課税または不課税となる税目が存在する場合は、同内容が確認できる証明書の発行が可能か、所轄す

る税務署または自治体へご相談ください。 

注２ 令和６年１月１日現在、福島市内に住民登録のあった役員については、「6 納税状況調査同意書」の提

出により省略可能です。 
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(2)増床提案に関する提出書類 

項 目 備 考 様 式 

1.増床提案書  様式第５号 

2.増床計画書  様式第６号 

3.増床までのスケジュール 増床までのスケジュール計画表 様式第７号 

4.利用状況報告書 前年度の利用率・入所率 様式第８号 

5.事業運営について 資金収支計画書（増床後３年間）、施設利用料金表 任意様式 

6.計画図面等 ①基本計画図面（配置図、立面図、平面図） 

※すべての階層について添付すること。 

②増床前後の比較図面 

※増床前と増床後の居室の区画がわかるよう増床する区画をマー

カーで色付けすること。 

任意様式 

7. 従事職員関係 配置人員（職種・時間ごとの配置）について 任意様式 
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○提出書類の体裁 

提出書類は、以下のように体裁を整えてください。 

◆ 全体の目次を付け、ページ番号を付けてください。 

◆ 正本には、項目ごとに、番号と文字表記のインデックスを付けてください。 

（番号のみの表示は不可となります。） 

  （副本はインデックス不要です。） 

◆ １冊にまとめ、綴り紐やバインダー等で綴ってください。 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

左側で綴じる 

ページの表記 

 

【申込書類】   

①増床申込書 

②定款等 

③法人登記簿謄本 

④誓約書等 

⑤納税証明書 

⑥納税状況調査同意書 

⑦法人概要 

⑧既存施設での取組み 

【増床に係る書類】 

⑨増床提案書 

⑩増床計画書 

⑪増床スケジュール 

⑫利用状況報告書 

⑬事業運営について 

⑭計画図面等 

⑮従事職員関係 

 

 

 

①
増
床
申
込
書 

  

②
定
款
等 

③
登
記
簿 

 

文字表記のインデックス（正本のみ） 

-

-1- 

 

※ 上記のほか、市長が必要とする書類提出を求めることがあります。 
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１３ 応募様式（様式第１号～様式第９号） 

様式第１号 

 

令和   年   月   日 

 

福 島 市 長  

 

 所 在 地  

増床申込者 法 人 名  

 代表者職氏名  

 

令和６年度（介護予防）特定施設入居者生活介護【介護専用型以外】 増床申込書 

 

このことについて、募集要項に定める資格要件において、申込者の制限に係る項目の該当がないことを確約し、

下記提出書類を添えて申し込みます。 

 

記 

１ 増床提案をする事業所 

施設名  

施設所在地  

指定年月日       年  月  日 

増床床数      床 

 

２ 事業開始予定時期 

    令和   年   月   日  

 

３ 提出書類 

(1) 令和６年度（介護予防）特定施設入居者生活介護【介護専用型以外】増床申込書（様式第１号） 

(2) 定款又は寄附行為 

(3) 法人登記簿謄本 

(4) 介護保険法第７０条第２項各号及び同法第１１５条の２第２項各号の規定に該当しない旨及び暴

力団等に該当しない旨の誓約書等（様式第２号） 

(5) 市税等の納税証明書 

(6) 納税状況調査同意書（様式第３号） 

(7) 法人概要 

(8) 既存施設での取組みについて（様式第４号） 

(9) 増床提案書（様式第５号） 

 

４ 担当者連絡先 

法 人 住 所   

法 人 名  

担 当 者 氏 名  

電 話 番 号   

メールアドレス  
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様式第２号 

 

介護保険法第７０条第２項各号及び同法第１１５条の２第２項各号の規定に該当しない

旨及び暴力団等に該当しない旨の誓約書 

 

 

令和  年  月  日 

福 島 市 長 

 

 

 

 所 在 地  

増床申込者 法 人 名  

 代表者職氏名  

 

 

 

本増床申込者、増床申込法人の役員及び管理者は、介護保険法第７０条第２項各号及び同法第１１５条の２第

２項各号に該当しない者であることを誓約します。 

また、福島市暴力団排除条例（平成２４年３月２７日条例第１０号）の主旨に基づき、下記の事項について誓

約するとともに、必要な情報の調査をすることについて承諾します。 

 

記 

 

 

１ 本増床申込者、増床申込法人の役員及び管理者一覧（様式第２号―２） 

２ 本増床申込者、増床申込法人の役員及び管理者は、次のいずれにも該当しません。 

(1) 暴力団(福島市暴力団排除条例第２条第１号に規定する暴力団をいう。以下同じ。) 

(2) 暴力団員（福島市暴力団排除条例第２条第２号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 

(3) 社会的非難関係者（暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者として福島県暴力団

排除条例施行規則（平成２３年６月１０日福島県公安委員会規則第５号）第４条に規定する社会的非難関

係者をいう。以下同じ。） 

(4) その他暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有するもの 

３ 本増床申込者、増床申込法人の役員及び管理者は、２(1)から(4)に該当する者との関係を有していません。 
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（介護保険法第７０条第２項各号） 

一 申請者が都道府県の条例で定める者でないとき。 

二 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、第七十四条第一項の都道府県の条例で定める基準及び同項の都道府県の条例で定める員数を満たしてい

ないとき。 

三 申請者が、第七十四条第二項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な居宅サービス事業の運営をすることができないと認めら

れるとき。 

四 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。 

五 申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けるこ

とがなくなるまでの者であるとき。 

五の二 申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者である

とき。 

五の三 申請者が、社会保険各法又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律（昭和四十四年法律第八十四号）の定めるところにより納付義務を負う保険料、負担金又は

掛金（地方税法の規定による国民健康保険税を含む。以下この号、第七十八条の二第四項第五号の三、第七十九条第二項第四号の三、第九十四条第三項第五号の三、第

百七条第三項第七号、第百十五条の二第二項第五号の三、第百十五条の十二第二項第五号の三、第百十五条の二十二第二項第四号の三及び第二百三条第二項において

「保険料等」という。）について、当該申請をした日の前日までに、これらの法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月

以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全て（当該処分を受けた者が、当該処分に係る保険料等の納付義務を負うことを定める法

律によって納付義務を負う保険料等に限る。第七十八条の二第四項第五号の三、第七十九条第二項第四号の三、第九十四条第三項第五号の三、第百七条第三項第七号、

第百十五条の二第二項第五号の三、第百十五条の十二第二項第五号の三及び第百十五条の二十二第二項第四号の三において同じ。）を引き続き滞納している者であると

き。 

六 申請者（特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者を除く。）が、第七十七条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により指定（特定施設入居者生活介護に

係る指定を除く。）を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者（当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係

る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問

その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められ

る者を含む。第五節及び第二百三条第二項において同じ。）又はその事業所を管理する者その他の政令で定める使用人（以下「役員等」という。）であった者で当該取

消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該事

業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。）であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定居宅サービス事業者の指定の

取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定居宅サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組

の状況その他の当該事実に関して当該指定居宅サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが

相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。 

六の二 申請者（特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者に限る。）が、第七十七条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により指定（特定施設入居者生活介

護に係る指定に限る。）を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者（当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分

に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該

指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五

年を経過しないものを含む。）であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定居宅サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実

及び当該事実の発生を防止するための当該指定居宅サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定居宅サービス事

業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定める

ものに該当する場合を除く。 

六の三 申請者と密接な関係を有する者（申請者（法人に限る。以下この号において同じ。）の株式の所有その他の事由を通じて当該申請者の事業を実質的に支配し、若

しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもの（以下この号において「申請者の親会社等」という。）、申請者の親会社等が株式

の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもの又は当該申請者が株式

の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもののうち、当該申請者と

厚生労働省令で定める密接な関係を有する法人をいう。以下この章において同じ。）が、第七十七条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により指定を取り消さ

れ、その取消しの日から起算して五年を経過していないとき。ただし、当該指定の取消しが、指定居宅サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の

理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定居宅サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指

定居宅サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生

労働省令で定めるものに該当する場合を除く。 

七 申請者が、第七十七条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分を

する日又は処分をしないことを決定する日までの間に第七十五条第二項の規定による事業の廃止の届出をした者（当該事業の廃止について相当の理由がある者を除

く。）で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。 

七の二 申請者が、第七十六条第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日（当該検査の結果に基づき第七十七条第一項の規定による指定の取消しの処分に

係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特

定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。）までの間に第七十五条第二項の規定による事業の廃止の届出をした者（当該事業の廃止について相当の理由があ

る者を除く。）で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。 

八 第七号に規定する期間内に第七十五条第二項の規定による事業の廃止の届出があった場合において、申請者が、同号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人

（当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。）の役員等又は当該届出に係る法人でない事業所（当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。）

の管理者であった者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。 

九 申請者が、指定の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。 

十 申請者（特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者を除く。）が、法人で、その役員等のうちに第四号から第六号まで又は第七号から前号までのいずれかに該当す

る者のあるものであるとき。 

十の二 申請者（特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者に限る。）が、法人で、その役員等のうちに第四号から第五号の三まで、第六号の二又は第七号から第九号

までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。 

十一 申請者（特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者を除く。）が、法人でない事業所で、その管理者が第四号から第六号まで又は第七号から第九号までのいずれ

かに該当する者であるとき。 

十二 申請者（特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者に限る。）が、法人でない事業所で、その管理者が第四号から第五号の三まで、第六号の二又は第七号から第

九号までのいずれかに該当する者であるとき。 

（介護保険法第１１５条の２第２項各号） 

一 申請者が都道府県の条例で定める者でないとき。 

二 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、第百十五条の四第一項の都道府県の条例で定める基準及び同項の都道府県の条例で定める員数を満たし

ていないとき。 

三 申請者が、第百十五条の四第二項に規定する指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準又は指定介護予防サービスの事業の設備

及び運営に関する基準に従って適正な介護予防サービス事業の運営をすることができないと認められるとき。 

四 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。 

五 申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けるこ

とがなくなるまでの者であるとき。 

五の二 申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者である

とき。 

五の三 申請者が、保険料等について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理

由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全てを引き続き滞納している者であるとき。 

六 申請者（介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者を除く。）が、第百十五条の九第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により指定（介護予防特定施
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設入居者生活介護に係る指定を除く。）を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者（当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該

取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの

を含み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日か

ら起算して五年を経過しないものを含む。）であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定介護予防サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理

由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定介護予防サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該

指定介護予防サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとし

て厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。 

六の二 申請者（介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者に限る。）が、第百十五条の九第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により指定（介護予防特

定施設入居者生活介護に係る指定に限る。）を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者（当該指定を取り消された者が法人である場合においては、

当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しない

ものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの

日から起算して五年を経過しないものを含む。）であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定介護予防サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分

の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定介護予防サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して

当該指定介護予防サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるもの

として厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。 

六の三 申請者と密接な関係を有する者が、第百十五条の九第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経

過していないとき。ただし、当該指定の取消しが、指定介護予防サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生

を防止するための当該指定介護予防サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定介護予防サービス事業者が有し

ていた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当

する場合を除く。 

七 申請者が、第百十五条の九第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処

分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第百十五条の五第二項の規定による事業の廃止の届出をした者（当該事業の廃止について相当の理由がある者

を除く。）で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。 

七の二 申請者が、第百十五条の七第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日（当該検査の結果に基づき第百十五条の九第一項の規定による指定の取消し

の処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が当該申請者に当該検査が行われた日から十日

以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。）までの間に第百十五条の五第二項の規定による事業の廃止の届出をした者（当該事業の廃止について相当

の理由がある者を除く。）で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。 

八 第七号に規定する期間内に第百十五条の五第二項の規定による事業の廃止の届出があった場合において、申請者が、同号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法

人（当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。）の役員等又は当該届出に係る法人でない事業所（当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。）

の管理者であった者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。 

九 申請者が、指定の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。 

十 申請者（介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者を除く。）が、法人で、その役員等のうちに第四号から第六号まで又は第七号から前号までのいずれかに

該当する者のあるものであるとき。 

十の二 申請者（介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者に限る。）が、法人で、その役員等のうちに第四号から第五号の三まで、第六号の二又は第七号から

第九号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。 

十一 申請者（介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者を除く。）が、法人でない事業所で、その管理者が第四号から第六号まで又は第七号から第九号までの

いずれかに該当する者であるとき。 

十二 申請者（介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者に限る。）が、法人でない事業所で、その管理者が第四号から第五号の三まで、第六号の二又は第七号

から第九号までのいずれかに該当する者であるとき。 
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様式第２号－２ 本増床申込者、増床申込法人の役員及び管理者一覧 

 

役員等名簿 

ふりがな 生 年 月 日 住 所 
就任年月日 

氏 名 役職名 電話番号 

  （〒   -    ）  

 

 TEL 

  （〒   -    ）  

 

 TEL 

  （〒   -    ）  

 

 TEL 

  （〒   -    ）  

 

 TEL 

  （〒   -    ）  

 

 TEL 

  （〒   -    ）  

 

 TEL 

  （〒   -    ）  

 

 TEL 

  （〒   -    ）  

 

 TEL 

 備 考 

 １ 当該法人の役員（業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その

他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれら

に準ずる者と同等の支配力を有するものと認められる者を含む。）及び事業所の管理者について記載してくだ

さい。 

 ２ 記入欄が不足する場合は、適宜欄を設けるなどして記載してください。 
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様式第３号 

納税状況調査同意書 
令和   年  月  日 

福 島 市 長 

 

 下記の者は、「福島市高齢者いきいきプラン２０２４」における令和６年度（介護予防）特定施設入居者生活

介護【介護専用型以外】の増床事業に係る審査のため、市税の納付状況について、福島市長が調査することにつ

いて同意します。 

ふりがな 
生 年 月 日 

住 所（令和６年1月1日現在） 
印 

氏 名 現住所 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 備 考 

 １ 当該法人の役員（業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問

その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役また

はこれらに準ずる者と同等の支配力を有するものと認められる者を含む。）及び事業所の管理者について

記載してください。 

 ２ 記入欄が不足する場合は、適宜欄を設けるなどして記載してください。 
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様式第４号        既存施設での取組みについて 
 

       法人名                   

※各項目でポイントになる部分を簡潔に記入してください。 

※記入の際は、半角文字は使用せず、フォントサイズは１１ｐｔとしてください。 

１ 運営理念等について 

項 目 内容要約 
 

イ 運営理念 
 

ロ 基本方針 
 

ハ サービスの質を向上させるため

の目標・方策 

 

２ サービス実施に係る具体的な運営の考え方について 

項 目 内容要約 
 

イ 防犯・防災対策 業務継続計画（ＢＣＰ）の策定有無 （ 有 ・ 無 ） 

 

ロ 感染症予防対策 
 

ハ 虐待防止対策 
 

二 利用者の状態・意向に配慮した 

  サービス計画作成の考え方 

 

ホ 個人情報管理、プライバシーへ

の配慮 
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様式第４号  

  
へ 苦情処理のための体制構築 

 

ト 自己評価や外部評価への考え方 
 

３ 地域との連携について 

項 目 内容要約 
 

イ 地域医療機関との連携体制 
 

ロ 地域に開かれた施設としての

施策 

 

ハ ボランティアの受け入れ体制 

 

 

４ 従事職員関係について 

項 目 内容要約 
 

イ 職員の資質向上のための取組み 
 

ロ 職員の人材確保・定着支援（離職

防止）の取組み 

 

５ 特筆すべき事項 

項 目 内容要約 

 イ 新たな取組みや独自の取組み  
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様式第５号 

令和  年  月  日 

福 島 市 長 

 

 所 在 地  

増床申込者 法 人 名  

 代表者職氏名  

 

増 床 提 案 書 

 

このことについて、次の必要書類を添えて以下のとおり提出します。 

 

添付書類 

申請者 

チェック 

福島市 

チェック 
提 出 書 類 名 様  式 

□ □ １ 増床提案書 様式第５号 

□ □ ２ 増床計画書 様式第６号 

□ □ ３ 増床までのスケジュール 様式第７号 

□ □ ４ 利用状況報告書 様式第８号 

□ □ ５ 事業運営について 

資金収支計算書（増床後３年間） 任意様式 

施設利用料金表 任意様式 

□ □ ６ 計画図面等 任意様式 

□ □ 

７ 従事職員関係 

４～６月の勤務表（増床前） 任意様式 

□ □  従事予定職員関係（増床後） 任意様式 
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様式第６号 

増 床 計 画 書 

施設の名称  

増床予定日 令和  年  月  日 

利用定員及び居室の

面積 

増床前 
（介護予防）特定施設入居者

生活介護【介護専用型以外】 
 名  ㎡ 

増床後 
（介護予防）特定施設入居者

生活介護【介護専用型以外】 
 名  ㎡ 

構造・設備 

（併設施設含む） 

敷地面積          ㎡ 

建築面積           ㎡ 延床面積            ㎡  

構   造        造  階建て  

□耐火建築物  □準耐火建築物  □その他 （※該当項目にレ点） 

スプリンクラー設備の設置  □有    □無 （※該当項目にレ点） 

スプリンクラー設備設置の義務  □有    □無 （※該当項目にレ点） 

※その他詳細として「平面図」及び「立面図」等別紙資料を添付してください。 

※平面図には、各居室・部屋の面積を記入してください。 

増床分居室の確保方

法 
 

増床分居室とする前

の使用用途 
 

増床分居室とする前

の使用者または利用

者への対応 
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様式第６号 

 

増床分居室とする前

の使用ニーズまたは

利用ニーズへの対応 

 

増床の理由 

 

施設整備補助事業の 

活用有無 

( 有 ・ 無 ) 
※有の場合は、右記項目に

ついても記入すること。 

補助年度  

補助事業者  

増床に伴う手続きの

確認状況 

※施設整備補助事業

活用「有」の場合 
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様式第７号 

増 床 ま で の ス ケ ジ ュ ー ル 

全体の流れが把握できるよう、必要事項を記載してください。 

年  月 
令和 年 月 令和 年 月 令和 年 月 令和 年 月 令和 年 月 令和 年 月 令和 年 月 

令和 年 月 

項  目 （開設年月） 

人員体制 
募集・採用         

研 修 等         

利用者 

対応 

引 継 ぎ         

募 集         

備品関係 
積算・発注         

納 品         

財産処分 

手続 

事 前 相 談         

申 請         

指定申請 
事 前 相 談         

申 請         

認可申請 
事 前 相 談         

申 請         

 
         

         

 
         

         

※令和７年４月以降にスケジュールが発生する場合は、年月を変更し作成すること。 

※指定申請について、事前相談は指定申請に間に合うよう開始し、申請は増床予定日から１０日以内に届出を行うようスケジュールを設定すること。 

※認可申請について、事前相談は指定申請に間に合うよう開始し、申請は増床予定日から１か月以内に届出を行うようスケジュールを設定すること。  
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様式第７号記入例 

増 床 ま で の ス ケ ジ ュ ー ル記入例 

全体の流れが把握できるよう、必要事項を記載してください。 

年  月 
令和７年１０月 令和７年１１月 令和７年１２月 令和７年１月 令和７年２月 令和７年３月 

令和７年４月 

項  目 （開設年月） 

人員体制 
募 集 ・ 採 用 

・求人サイト掲載

開始 
 

・求人サイト掲載

終了 

・試験、面接、採用 

・採用数確認 
   

研 修 等     
・○○ホームにて

研修 

・○○ホームにて

研修 
 

利用者 

対応 

引 継 ぎ 

・利用者・利用者家

族説明 

・担当ケアマネ周

知 

・利用者・利用者家

族説明 

・担当ケアマネ周

知 

・引継ぎ先施設の

確保 
    

募 集     増床分枠募集開始   

備品関係 

積 算 ・ 発 注 ・ベッド発注 
・見守りセンサー

発注 
     

納 品     

・ベッド納品 

・見守りセンサー

納品 

  

財産処分 

手続 

事 前 相 談 要件確認（市、県） 
追加書類確認（市、

県） 
     

申 請     申請書類提出  完了報告 

指定申請 
事 前 相 談      

・申請先の確認 

・要件確認 
 

申 請       申請書類提出 

認可申請 
事 前 相 談      

・申請先の確認 

・要件確認 
 

申 請       申請書類提出 

※令和７年４月以降にスケジュールが発生する場合は、年月を変更し作成すること。 

※指定申請について、事前相談は指定申請に間に合うよう開始し、申請は増床予定日から１０日以内に届出を行うようスケジュールを設定すること。 

※認可申請について、事前相談は指定申請に間に合うよう開始し、申請は増床予定日から１か月以内に届出を行うようスケジュールを設定すること。
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様式第８号  

 

利用状況報告書 

 

◆（介護予防）特定施設入居者生活介護【介護専用型以外】の入所状況（令和５年４月から令和６年３月ま

での１年間） 

時期 入所率 
要介護認定を持つ

入居者 

左記入居者 

以外の入居者 

令和５年４月 ％ 人 人 

令和５年５月 ％ 人 人 

令和５年６月 ％ 人 人 

令和５年７月 ％ 人 人 

令和５年８月 ％ 人 人 

令和５年９月 ％ 人 人 

令和５年１０月 ％ 人 人 

令和５年１１月 ％ 人 人 

令和５年１２月 ％ 人 人 

令和６年１月 ％ 人 人 

令和６年２月 ％ 人 人 

令和６年３月 ％ 人 人 

 

 ※入所率の計算方法 

  月末の入所者数 ÷ （介護予防）特定施設入居者生活介護【介護専用型以外】の定員 

  （小数点第２位を四捨五入） 

 

 

◆（介護予防）特定施設入居者生活介護【介護専用型以外】の待機者数（令和６年４月１日時点） 

時期 待機者数 

令和６年４月１日 人 

  

※当該（介護予防）特定施設入居者生活介護【介護専用型以外】への入所を希望する者で、令和６年４月

１日時点で把握している者 
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様式第９号 

令和   年  月  日 

 

 福 島 市 長 

 

 

募 集 要 項 に 関 す る 質 問 書 

 

所 在 地  

法 人 名  

担 当 者 名  

電 話 番 号  

メールアドレス  

                        

 

 

（介護予防）特定施設入居者生活介護【介護専用型以外】増床整備運営事業者募集要項に関

して、下記のとおり質問をします。 

 

記 

 

   ・ 質問事項（箇条書き） 

 

 


